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①物流に係る優越的地位の濫用規制の在り方
②執行に係る省庁間の連携の在り方
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物流に係る優越的地位の濫用規制の在り方



本日のテーマ
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○ 平成15年に行われた下請代金支払遅延等防止法改正（平成16年施行）により、

運送事業者間の運送業務の委託については下請法の対象とされ、一方、荷主から運

送事業者に対する運送業務の委託については、下請法の対象ではなく、「物流特殊

指定」（平成16年施行）により対応することとし、約20年間運用されてきた。

○ しかし、近年、物流に関しては、物流の「2024年問題」に端を発し、多重下請

構造に起因する問題や荷主により長時間の荷待ちや無償での荷役を求められること

が社会問題化し、今般、国土交通省において一定の法整備（改正物流総合効率化法、

改正貨物自動車運送事業法）も行われたところ。

○ こうした状況を踏まえ、下請法の運用の在り方や現行の優越的地位の濫用規制の

在り方（物流特殊指定・下請法）についてどのように考えるべきか。

【関係条項：下請法第２条第４項（役務提供委託）、物流特殊指定】



物流業界の構造と課題①
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○ 運送役務の内容は着荷主と発荷主との間で定められ、その内容に基づき発荷主が運送事業者
に運送業務を発注するという構造。

○ そのような中で、以下の問題が指摘されている。

➢ 発荷主や着荷主における、長時間の荷待ち、契約にない附帯作業の強要（荷役等）

➢ 物流事業者間における多重下請構造。実運送事業者に渡る運賃の低価格化。

対象 契約関係の有無 主な課題等

(1)発荷主－着荷主 有 ・(5)で発生した事由の処理

(2)発荷主－元請事業者 有 ・取引適正化（運賃・料金等） ・(4)(5)で発生した事由の処理

(3)元請事業者－下請事業者 有 ・取引適正化（運賃・料金等） ・(4)(5)で発生した事由の処理

(4)発荷主－下請事業者 無 ・長時間の荷積み、荷待ち ・契約にない附帯作業

(5)下請事業者－着荷主 無 ・長時間の荷卸し、荷待ち ・契約にない附帯作業

持続可能な物流の実現に向けた検討会（経済産業省・国土交通省・農林水産省）第3回検討会（令和4年11月11日）資料４（中間取りまとめに向け
た論点の整理）を基に企業取引研究会事務局において作成。

着荷主
（例：完成品メーカー、小売業者等）

元請運送事業者

下請運送事業者
（実運送事業者）

取 引 関 係
モノの流れ

発荷主
（例：部品メーカー、卸売業者等）

(1)

(2)

(3)(4) (5)多重構造



物流業界の構造と課題②

4※国土交通省作成資料

(発荷主)) (着荷主))

(実運送事業者))



長時間の荷待ち及び荷役等の状況①

5国土交通省 第１回自動物流道路に関する検討会 資料３「検討の背景②物流を取り巻く現状と課題」から抜粋



長時間の荷待ち及び荷役等の状況➁
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国土交通省「トラック輸送状況の実態調査結果」のトラックドライバー調査（調査期間：令和3年1月～3月）から抜粋

「荷主都合」による荷待ち時間の発生状況（荷役作業１回あたり）

荷役時間の発生状況（荷役作業１回あたり）

国土交通省「トラック輸送状況の実態調査結果」のトラックドライバー調査（調査期間：令和3年1月～3月）から抜粋



多重下請構造の状況

7
国土交通省作成資料（令和4年度末に国土交通省が実施した貨物自動車運送事業者を対象とするアンケート調査結果より）

(発荷主))



【参考】事業者（下請Gメン、トラックGメン、下請取引等改善協力委員）から寄せられた声①
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【荷主－元請運送事業者間の取引に係るもの①】

（発注金額に関する事項）

○ 発荷主に対して、人件費を含む諸物価高騰のため、運賃値上げの交渉をしたが、拒否されたた

め、下請からの運賃値上げの要請にも応じられていない状況。

○ 現在、発荷主から支払われている運賃が「標準的な運賃」からかけ離れた額であるため、何度

も交渉を重ね、わずかな額を値上げしてもらったが、新たな人材や協力会社も確保できない水準

である。

○ 構造的に、当社のような下請事業者は競合も多く価格が厳しくなるが、そもそも、発荷主から

の発注額を上げないことには改善できないと思う。

○ 発荷主側に規制がないのが問題。ドライバーの労働が、時間で規制がかけられているので、発

荷主側も運送に要した時間（ドライバーを拘束した時間）に応じた運賃を設定するような規制を

かける必要がある。

○ 燃料価格や車両価格が上昇しているにもかかわらず、大手元請運送事業者が発荷主から受け取

る運賃が以前からずっと変わっていないため、下請運送事業者への委託料も変わらない。



【参考】事業者（下請Gメン、トラックGメン、下請取引等改善協力委員）から寄せられた声②
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【荷主－元請運送事業者間の取引に係るもの➁】

（荷待ち、荷役に関する事項）

○ 発荷主に対して、荷待ち時間の待機料金を請求しようと交渉したところ、「１時間ぐらいで言

わないで、２時間くらい待つのは普通でしょ。」と言われ、契約を切られる可能性があったため、

それ以上の交渉はできなかった。

○ 契約上は軒先渡しの条件にもかかわらず、着荷主のセンターで店舗別に仕分ける作業をさせら

れ、費用を負担してもらえない。

○ 荷下ろしは着荷主側でしてもらうこととしているが、着荷主が多忙なタイミングだとお付き合

いの範囲で代わりに作業することがある。

○ 荷役・荷待ちの問題は確かに今でも生じている。パレットの規格がバラバラなので、規格を統

一するなどの足元の環境を整備しないと解決しないと思う。荷待ちの際の費用はまだまだ負担し

てもらえない場合の方が多い状況。

【運送事業者間の取引に係るもの】

○ 2019年以来、価格交渉はしていない。価格交渉をしても取引先は上げる気がないと考えられる

節がある。取引先（元請運送事業者）は、荷主に価格アップを強く言えないので、自分たちにも

反映されない。

○ 取引先（元請運送事業者）から取引価格の○%アップを一方的に決められたが、元々の価格設

定が低いためコスト上昇分に追いついていない。
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○ 平成15年に下請法が改正され（平成16年4月施行）、「役務提供委託」が下請法の適用対象に追加された。

これにより、元請運送事業者による再委託取引が下請法の適用対象となった。

○ 他方、委託する事業者が自ら用いる役務（自家使用役務）に係る委託取引を下請法の適用対象とすると、

およそあらゆる委託取引が対象となり、規制の外延が不明確になることから、平成15年改正においては適用

対象とされなかった。

○ 着荷主と発荷主の間には通常、有償の運送契約等は結ばれないことから、発荷主から元請運送事業者への

委託は再委託取引ではなく、自家使用役務の委託取引とされ、下請法の適用対象とはされなかったが、上流

の取引が公正化されない限り取引の全体的な公正化は困難との問題意識の下、独禁法に基づく「物流特殊指

定」を制定することで対応することとされた（禁止行為は下請法とほぼ同じ）。

現行の法制度①（独禁法（物流特殊指定）、下請法）

発荷主
（例：部品メーカー、卸売業者）

着荷主
（例：完成品メーカー、小売業者）

元請運送事業者

下請運送事業者
（実運送事業者）

下請法独禁法
(物流特殊指定)
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【参考】物流特殊指定の禁止行為等

①代金の支払遅延（物流特殊指定（以下同じ）第1項第1号）

②代金の減額（第1項第2号）

③買いたたき（第1項第3号）

④物の購入強制・役務の利用強制（第1項第4号）

⑤割引困難な手形の交付（第1項第5号）

⑥不当な経済上の利益の提供要請（第1項第6号）

⑦不当な給付内容の変更及びやり直し（第1項第7号）

⑧要求拒否に対する報復措置（第1項第8号）

⑨情報提供に対する報復措置（第2項）

○適用対象となる取引

○禁止行為

⇒ 実運送事業者に渡る運賃の低価格化に関連

⇒契約にない附帯作業の強要（荷役等）に関連

⑦ 不当な給付内容の変更及びやり直し

⇒荷主による長時間の荷待ちに関連



現行の法制度②（執行状況）

○ 下請法と物流特殊指定の執行状況は下記のとおり。

➢ 対象となる取引の類型が異なるため単純比較できないものの、下請法の方が執行件数が
多い状況。

➢ 下請法に基づく勧告で多いのが「減額」。物流分野を下請法の対象とした当初は勧告件
数も多かったが、直近５年間では１件にとどまる。

下請法 独占禁止法（物流特殊指定等）

企
業
名

非
公
表
案
件

指導
（令和５年度）

４８２件
注意

（令和５年度）
１７件

企
業
名

公
表
案
件

勧告
（平成16年以降）

２４件

警告
（平成16年以降）

２件

排除措置命令
（平成16年以降）

０件

＜物流分野における下請法及び独占禁止法の執行状況＞

出典：公正取引委員会「下請法の運用状況及び中小事業者等の取引公正化に向けた取組」、「荷主と物流事業者との取引に関す
る調査結果及び優越的地位の濫用事案の処理状況」ほか

12



勧告対象事業者 概 要 関係法条

ダイオーロジスティクス㈱
（R６.２.21）

ダイオーロジスティクス㈱は、下請事業者に
委託する貨物の運送と直接関係がないにもかか
わらず、自社が提供する貨物の運送の利用を余
儀なくさせていた。

第4条第1項第6号
（購入・利用強制
の禁止）

＜最近の勧告事例＞

時期 件数（違反行為類型） 主な勧告対象事業者

平成16年度～
平成20年度

15件（下請代金の減額の禁止（14
件）、購入・利用強制の禁
止（１件））

福山通運㈱（平成17年）、
三菱電機ロジスティクス㈱（平成20年）、
フットワークエクスプレス㈱（平成21
年）等

平成21年度～
平成25年度

８件（下請代金の減額の禁止） センコー㈱（平成23年）、
郵船ロジスティクス㈱（平成23年）、
王子運送㈱（平成23年）

平成26年度～
現在

１件（購入・利用強制の禁止） ダイオーロジスティクス㈱（令和6年）

合計 24件

【参考】物流分野における下請法に係る勧告の状況

＜勧告件数の推移＞

13



○ 荷主・物流事業者間の問題（荷役・荷待ち）、下請法の執行の在り方について、見
直すべき点はあるか。例えば、以下の点について、どのように考えるか。

➢ 下請法と独禁法（物流特殊指定）の関係

➢ 下請法の執行の在り方（特に事業所管省庁である国土交通省の役割）

○ 直接の取引関係にない事業者間の課題（着荷主における荷待ち、荷役の費用負担、
多重下請構造におけるサプライチェーン全体の価格転嫁の問題）を解決するために、
講ずべき施策として、どのようなものが考えられるか。

➢ 独禁法（優越的地位の濫用）・下請法と事業法の有機的な連携

※28頁参照

14

御議論いただきたい事項



【参考】「物流の２０２４年問題」の概要
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国土交通省 社会資本整備審議会道路分科会基本政策部会 第２３回物流小委員会（令和5年7月20日）資料1「物流の２０２４年問題について」か
ら抜粋。



執行に係る省庁間の連携の在り方
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本日のテーマ
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○ 下請法の執行における各省連携の在り方について

➢ 現行下請法にも、公正取引委員会、中小企業庁及び事業所管省庁が連携して調査
を行い、下請法違反行為があった場合には公正取引委員会の勧告につなげる規定
がある。（下請法第９条第１項～第３項）

➢ 下請法の執行において、更なる各省連携の方策はあるか。

○ 独禁法（優越的地位の濫用）・下請法と事業法との有機的な制度間連携について

➢ 独禁法（優越的地位の濫用）・下請法と事業法が、それぞれの特徴を活かし有機
的に連携することで、独禁法（優越的地位の濫用）・下請法単独では届かない課
題についても有効な処方があるのではないか。



下請法の執行における各省連携の在り方について（下請法の仕組み）
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措
置
請
求(

第
６
条)

措置請求のため
の調査権限
(第９条第３項)

各省連携の枠組み



下請法の執行状況①

［単位：件］

（注１）新規着手件数には、消費税転嫁対策特別措置法に基づく調査において得られた端緒を含む。
（注２）指導件数には違反のおそれのある行為に対する指導件数を含む。

勧 告 指 導（注２） 小 計

8,120 112 0 8,232 13 8,268 8,281 47 8,328

製造委託等 5,244 62 0 5,306 12 5,329 5,341 21 5,362

役務委託等 2,876 50 0 2,926 1 2,939 2,940 26 2,966

8,188 79 0 8,267 6 8,665 8,671 86 8,757

製造委託等 5,063 44 0 5,107 6 5,305 5,311 53 5,364

役務委託等 3,125 35 0 3,160 0 3,360 3,360 33 3,393

8,369 94 1 8,464 4 7,922 7,926 174 8,100

製造委託等 5,384 61 1 5,446 3 5,146 5,149 113 5,262

役務委託等 2,985 33 0 3,018 1 2,776 2,777 61 2,838

令和４年度

令和３年度

令和５年度

年度

新 規 着 手 件 数（注１） 処　理　件　数

定期調査 申 告
中小企業庁
長官からの

措 置 請 求

計
措 置

不 問 計

出所：公正取引委員会「令和５年度における下請法の運用状況及び中小事業者等の取引公正化に向けた取組」 19



下請法の執行状況②

出所：公正取引委員会「令和５年度における下請法の運用状況及び中小事業者等の取引公正化に向けた取組」

8,016 8,107 7,922 
8,665 8,268 
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[単位：件]

年8,000件前後で推移
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下
請
事
業
者
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親
事
業
者
数
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（参考）最近の下請法に基づく勧告事案（令和６年１月～７月）①

勧告対象事業者 違反行為類型 概 要

㈱メタルテック
（R6.1.23）

減額 「屑費」を下請代金の額から減じていた。

王子ネピア㈱
（R6.2.15）

不当な給付内容の変更及
び不当なやり直し

下請事業者が必要な資材等を確保して納品の意思表示を行っているにもかか
わらず、発注の一部を取り消すことにより、下請事業者は、既に手配してい
た、資材の仕入代金等を負担していた。

ダイオーロジスティクス
㈱（R6.2.21）

購入・利用強制の禁止 自社が提供する貨物の運送が、本件下請事業者に委託する貨物の運送と直接
関係がないにもかかわらず、自社が提供する貨物の運送の利用を余儀なくさ
せていた。

サンデン㈱（R6.2.28） 不当な経済上の利益の提
供要請

自社が所有する金型等を貸与していたところ、当該金型等を用いて製造する
部品又は附属品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、
無償で保管させていた。

日産自動車㈱
（R6.3.7）

減額 「割戻金」を下請代金の額から減じていた。

コストコホールセール
ジャパン㈱（R6.3.12）

①減額
②返品

①「クーポンサポート」又は「オープニングサポート」の額を下請代金の額
から差し引き又は支払わせていた。 ②下請事業者から商品を受領した後、
当該商品に係る品質検査を行っていないにもかかわらず、当該商品に瑕疵が
あることを理由として、当該商品を引き取らせていた。

㈱ビッグモーター及び㈱
ビーエムハナテン
（R6.3.15）

①買いたたき
②購入・利用強制の禁止
③不当な経済上の利益の
提供要請

①下請事業者に対し、コーティング加工の発注単価の引下げを要請し、従来
単価から引き下げた単価を設定した。 ②下請事業者に対し、当該事業者が
車両のクリーニング作業中に車内に水をかけたとして、当該事業者の給付の
内容と直接関係がないにもかかわらず、当該車両の購入を要請し、購入させ
るなどしていた。 ③環境整備点検対策として、店舗の仕上げ小屋の掃除な
どを無償で行わせるなどしていた。

㈱Ｇｉｏ（R6.3.19） 減額 「値引」と称して下請代金の額から減じていた。

ニデックテクノモータ㈱
（R6.3.25）

不当な経済上の利益の提
供要請

自社が所有する金型等を貸与していたところ、次回以降の具体的な発注時期
を示せない状態になっていたにもかかわらず、下請事業者に対し、無償で保
管させていた。
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（参考）最近の下請法に基づく勧告事案（令和６年１月～７月）②

勧告対象事業者 違反行為類型 概 要

生活協同組合コープさっ
ぽろ（R6.5.22）

減額 「月次リベート」、「システム利用料」などを下請代金の額から減じていた。

三井食品工業㈱
（R6.6.14）

減額 「物流協力金」、「物流費」などを下請代金の額から減じていた。

大阪シーリング印刷㈱
（R6.6.19）

不当な給付内容の変更及
び不当なやり直しの禁止

下請事業者が作成したデザインについて、給付の受領後に実施する受入検査
において問題がないとしたにもかかわらず、その後に自社の顧客である食品
製造業者等からやり直しの依頼があったことを理由として、デザインのやり
直しを無償で行わせていた。

㈱トヨタカスタマイジン
グ＆ディベロップメント
（R6.7.5）

①返品
②不当な経済上の利益の
提供要請

①下請事業者から製品を受領した後、当該製品に係る品質検査を行っていな
いにもかかわらず、当該製品に瑕疵があることを理由として、当該製品を引
き取らせていた。
②下請事業者に貸与している金型等を用いて製造する製品の発注を長期間行
わないにもかかわらず、下請事業者に対し、無償で保管させていた。
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中小企業庁による取引適正化に向けた取組

２ 下請Gメンによる取引実態の把握、取引慣行の是正
・下請Gメン（取引調査員）を中小企業庁と各地方経済産業局に配置（2017年～。 現在330名体制）
・全国の幅広い業種の中小企業から、取引実態（価格設定方法、支払条件等）をヒアリング（年1万件超）
・問題ある取引習慣や、業界・個社の優良事例/問題事例を収集、分析、類型化し、以下の通り活用。

✓業界団体等への働きかけ、業所管省庁による業種別の下請ガイドラインや、 業界団体による取引適正化に
関する自主行動計画の策定・改訂への働きかけ

✓下請振興法に基づく「振興基準」の改正、個別企業への指導・助言
✓下請代金法に基づく取り締まりの端緒情報等として活用

１「価格交渉促進月間（３月・9月）」における価格交渉・価格転嫁の要請、実態調査、指導
・経済界全体で価格交渉・価格転嫁ができるよう、毎年3月・9月を「価格交渉促進月間」と設定し、積極的な交
渉・転嫁を周知（①）。実際に交渉・転嫁できたか、約30万社の中小企業から実態調査（②）。結果に基づき、
✓ 価格転嫁率等の業種別ランキングの公表、各業界への周知
✓ 発注側事業者ごとの交渉・転嫁の取組状況を纏めた「企業リスト」を公表（延べ約770社）（③）
✓ 評価が芳しくない発注側事業者に対し、事業所管大臣名で指導・助言（延べ約120社） （④）

３ 下請かけこみ寺での相談、助言
・全国47都道府県に「下請かけこみ寺」を設置し、相談員が中小企業からの企業間取引に係る各種相談を受付け
（年間1万件超）。 助言や裁判外紛争解決（ADR）を実施。

業所管省庁業所管省庁

下請事業者下請事業者

親事業者親事業者 中小企業庁中小企業庁

経営陣経営陣

調達部門調達部門

②フォローアップ調査
親事業者による対応や回答について
・アンケート調査
・下請Gメンによるヒアリング調査

③企業リストの公表
④指導・助言の実施

⑤改善の指示
①価格交渉促進月間
の積極周知・広報

（毎年9月、３月）

※回答が親事業者に知られないよ
う、匿名性の確保を徹底し集計

価格交渉の活発化、
価格転嫁の増加
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トラックＧメンの活動実績

＜月当たりの「働きかけ」「要請」「勧告」平均実施件数＞

主な違反原因行為

⚫ 長時間の荷待ち（52％）

⚫ 契約にない附帯業務（17％）

⚫ 運賃・料金の不当な据置き（14％）

⚫ 無理な運送依頼（８％）

⚫ 過積載運行の指示・容認（6％）

⚫ 異常気象時の運送依頼（3％）
⇒ 計1,002件の法的措置を実施

働きかけ等の累計実施件数

⚫ 勧告 ：

⚫ 要請 ：

⚫ 働きかけ：

2件（荷主1、元請1）

175件（荷主89、元請81、その他5）

825件（荷主548、元請255、その他22）

国土交通省における取組（トラックＧメンの活動）

○ 「物流革新に向けた政策パッケージ」（令和5年6月）に基づき、全国162名体制の 「トラックＧメン」 を設置（令和5年7月）。

関係省庁と連携して、悪質な荷主・元請事業者に対し、貨物自動車運送事業法に基づく「働きかけ」や「要請」を実施。

○ 令和５年11月・12月を「集中監視月間」と位置づけて取組を強化し、初めての「勧告」（2件）を実施（令和6年1月26日）したほか、

「働きかけ」（47件）、「要請」（164件）による是正指導を徹底。

○ 引き続きトラック事業者へのプッシュ型情報収集を実施するとともに、要請を行った荷主等への改善状況の確認の

パトロール等を実施。

○ 国のトラックGメンに加え、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関(都道府県トラック協会)にGメン調査員を設置し、

情報収集体制を強化。
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○ 公正取引委員会

下請法の執行における権限
・調査及び検査（下請法第９条第１項）
・下請法違反行為に関する指導・助言
・勧告（下請法第７条各項）

⇒独禁法・下請法の執行に関する知見が豊富

○ 中小企業庁

下請法の執行における権限
・調査及び検査（下請法第９条第２項）
・下請法違反行為に関する指導・助言
・公正取引委員会に対する措置請求（下請法第６条）

⇒中小事業者の取引実態に関する知見が豊富

○ 事業所管省庁

下請法の執行における権限
・中小企業庁長官の措置請求に協力するために特に必要があるときの調査及び検査

（下請法第９条第３項）

⇒所管する業界構造・取引実態に精通
⇒設置法・事業法に基づき業界の健全な発展を実現する役割

下請法の執行における各省連携の在り方について（各省庁の役割）
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○ 下請法違反に該当する行為に対しては、勧告や措置請求等によって厳正に対処して
いくことが必要。

公正取引委員会、中小企業庁、事業所管省庁の連携の在り方として、各省庁の特徴
を活かし、更なる下請法の執行にどのような取組が必要か。また、現行の事業所管省
庁の調査権限（第９条第３項）で十分か。
➢ 事業所管省庁の指導・助言権限

➢ 事業所管省庁に情報提供を行った者の保護

○ 独禁法（優越的地位の濫用）や下請法は、取引関係がある当事者との間での適用。
そのため、取引関係がない当事者間の問題には規律を及ぼすことが困難。

取引構造が複雑化する昨今において、事業所管省庁の有する制度と連携することに
より、更なる取組を行う余地はないか。
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下請法の審査ノウハウの共有

端緒情報の関係機関での共有

・ 公正取引委員会・中小企業庁が審査を行う上で収集する情報や、審査ノウハウなどを共有する仕組み

各省連携体制の整備

・ 公正取引委員会に各省が連携して下請法の執行に取り組むスキームの企画や調整等を行う「各省連携」を
担当するポストを令和７年度機構・定員要求にて要求中

【参考】下請法における各省連携の取組の例（下請法事件連絡会議等）

アドボカシー

・ 公正取引委員会による勧告事案が生じた場合には、関係業界団体や業界全体への周知啓発（周知文の発出、

研修会の実施、自主点検の実施要請等）などを行う。

○ 公正取引委員会と中小企業庁は、下請法の厳正な執行に向けて「下請法事件連絡会議」を試行
的に設置・運用を開始。

○ 下請法において勧告を行った場合、経済産業省と連携し、同様の行為が行われていないか、事

業者に対し自主点検・注意喚起を促す取組を進めている（アドボカシー）。

・ 下請Ｇメン（中小企業庁）などが、不合理な取引実態に関する端緒情報を収集
・ 下請法違反のおそれがある事例について、端緒情報の段階から相互に共有・事実確認を行う仕組み



○ 事業所管省庁における政策ツールによって適正な契約関係が締結されるような環境を整備しつ
つ、その契約内容が不公正である場合には独占禁止法・下請法の適用が検討できるような連携は

考えられないか。

（例）

独占禁止法・下請法の対象

▶取引関係がある当事者間を対象
▶上記⑷⑸のように直接的な取引関係がない当事者の問題については、独占禁止
法・下請法によって解決することが困難

▶事業所管省庁において、⑷や⑸で生じる問題（契約にない荷役、荷待ち等）につ
いても、⑴⑵⑶の契約事項として含まれるよう業界に対し働きかけ
▶その結果、契約の内容になった場合に、取引の実態が不公正な取引であるとき、
下請法によって対応することが可能となるのではないか。

事業所管省庁との連携

着荷主
（例：完成品メーカー、小売業者等）

元請運送事業者

下請運送事業者
（実運送事業者）

取 引 関 係
モノの流れ

発荷主
（例：部品メーカー、卸売業者等）

(1)

(2)

(3)(4) (5)多重構造

【参考】独占禁止法・下請法と事業法の制度間連携の追求
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【参考】国土交通省 令和６年３月改正 標準貨物自動車運送約款に準拠した運送申込書/運送引受書（例）
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